
公基調講演・シンポジウム

100名

日 時

会 場

参加費

2024年11月30日（土）
13：00～16：30（12：30～受付開始）

福島大学 Ｌ棟 Ｌ４教室 福島市金谷川１

基調講演（医師 橋本孝太郎氏）
「みんなのライフステージ

～人生の節目の孤独・孤立とつながり～」
シンポジウム（弁護士、ヤングケアラー、社会福祉士、

地域の支援者）
「身近な地域の孤独・孤立とつながり

～いま みえるものとみえにくいもの～」 医師 橋本孝太郎 氏

お申込み
お問い合わせ

https://qr.paps.jp/vcMYcにアクセスして、申込Googleフォームに必要
事項を記入の上、2024年11月15日（金）までにお申込みください。こ
ちらのＱＲコードをスマートフォンで読み取って申込むこともできます。
Googleフォームにアクセスできない場合は、所属、名前、メールアドレス、
電話番号をメールで下記宛て送付ください。
〒963-8045郡山市新屋敷1丁目166番 Sビル B号 （事務局）
TEL：024-924-7201 ﾒｰﾙ：fukushima.csw@diary.ocn.ne.jp
県北方部 メール：sw.kennpoku@gmail.com ＴＥＬ：090‐1930‐4602 （鈴木）

参加定員

社会福祉士会会員550円
一般1,100円 学生無料

＜参加対象＞
福祉に関心のある住民 学生 ケアマネジャー 地域包括支援センター職員 相談支援事業所職員 医
療ソーシャルワーカー スクールソーシャルワーカー 介護福祉士 児童・障がい・高齢福祉関係職員
福祉施設職員 県・市町村行政職員 福島県社会福祉協御議会 市町村社会福祉協議会 医療・保健
関係職員 弁護士 司法書士 行政書士 医師 民生委員児童委員 学校関係者 福島県精神保健福
祉士会員 福島県社会福祉士会会員

＃家族とのつながりがない ＃ヤングケアラー ＃虐待 ＃ひとり親 ＃孤立
＃子育て ＃目に見えない ＃高齢者 ＃大学生 ＃高校生 ＃中学生
＃小学生 ＃一人暮らし ＃環境変化 ＃心の病 ＃おひとりさま
＃セーフティーネット ＃引きこもり ＃大人 ＃子ども ＃いきがい
＃一人で生きていきたいその人の気持ち・・・
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時 間 内 容・講 師

12:30～13:00 開場

13:00～13:10

開会・オリエンテーション

【挨拶】 一般社団法人 福島県社会福祉士会 会長 松本喜一

13:10～14:10 【基調講演】
「みんなのライフステージ～人生の節目の孤独・孤立とつながり～」
医療法人社団爽秋会 ふくしま在宅緩和ケアクリニック
医師 橋本孝太郎 氏
（株式会社ウェルビト 執行役員）

14:１0～14:25 【休憩】

14:25～16:30 【シンポジウム】
「身近な地域の孤独・孤立とつながり～いまみえるものとみえにくいもの～」
シンポジスト
吉野裕之 氏（福島地域福祉ネットワーク会議）
富良謝睦 氏 （社会福祉士 伊達市こども家庭センター）

～当事者の声：ヤングケアラーへのインタビューより～
関根未希 氏（弁護士 あぶくま法律事務所）
佐藤典子 氏（社会福祉士 ぱあとなあ福島）
助言者 医師 橋本孝太郎 氏
コーデイネーター 森 美樹氏（社会福祉士 保原地域包括支援センター）

16:30 閉会

【プログラム】

【趣 旨】
今年２０２４年4月1日には「孤独・孤立対策推進法」がスタートし、人に頼る「受援力」というキーワードも浮かび

上がってきていますが、そもそも「孤立や孤独とは何か」、といったことや「何をしていけばよいのか」といったこと
はまだまだ分かっていない状況でもあります。
さらに、「地域でともに暮らす」ということを実現するには、社会福祉士だけでなく、その地域に住む一人ひとりが、
身近にある、しかし見えない「孤独・孤立」の現状を認識し、「一人ひとりがその人らしく暮らしていくために、何が
できるか」を考えていくことが欠かせません。
この度の「公開講演会」は、社会福祉士が自己研鑽を積むことに加え、地域の人々と連携・協力して支えあう仕
組みを作ることを考えるきっかけになることを目指して実施します。

〈これまでの経緯〉現在まで日本の福祉では、個人の力だけではどうにもならないような「今の困りごとへのサポ
ート」や、「将来困るかもしれない」ことへの備えとして「高齢」「障害」「児童」「介護」「医療」「保健」「司法」「労働」
など、それぞれにカテゴリを分けて仕組みがつくられ、我々社会福祉士もそれぞれの分野を中心に「権利擁護」
を考えてきました。しかし、昨今、少子高齢化やそれに関する人口減少、家族人数の減少や血縁・地縁等に寄ら
ない家族、国際化に伴う外国ルーツの人の増加や多様なジェンダー等、家族や社会構造の変化に伴い、「老々
介護」や「ヤングケアラー」、「言葉や文化の違いによる差別」。これまでの単一のカテゴリでは捉えきれない新た
な視点での「権利擁護」や「意思決定支援」が問われています。 自死や犯罪の背景に「孤立や孤独」が大きく影
響していることがわかってきている中、これまでも「重層的支援体制整備事業」、「地域共生社会の取り組み」など、
さまざまな制度の隙間に陥らないような取り組みもなされてきています。

【留意事項】
地震や台風等により中止や延期とする場合がありますので予めご了承ください。なお、中止等の決定
はメールでお知らせしますのでご確認ください。


